
随意契約結果一覧表 （令和４年１０月～令和５年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093－642－1442　　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和5年度コムシティ公用車
駐車場管理業務

公益社団法人　北九州市シ
ルバー人材センター

10,397,640 令和5年3月22日

　
黒崎駅西駐車場は、地下１階から７階までの建物で、市営駐車場
部分（地下１階～７階）と公用車駐車場部分（黒崎駅西駐車場棟の
屋上及びコムシティ高層棟の屋上）があり、市営駐車場部分につ
いては、指定管理者制度を導入している。当該委託は、公用車駐
車場部分の管理業務であるが、黒崎駅西駐車場の管理室は１つ
しかなく、管制機器も共有していることから、指定管理者が一体的
に管理する必要がある。

　※公益社団法人北九州市シルバー人材センターの指定管理者
期間
　　平成３１年４月１日から令和６年３月３１日

自治法
施行令
第６号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

令和5年度八幡西区役所出
張所清掃業務委託

西日本ビルメンテナンス協同
組合

6,864,000 令和5年3月17日 指名競争入札を行った結果、入札不調となったため。
自治法
施行令
第８号

6,941,914

令和5年度折尾出張所フロア
マネージャー業務委託

株式会社エイジェック　北九
州オフィス

1,387,100 令和5年3月30日

本業務委託は、折尾出張所で行う個人番号カード等の裏書事務
及び記入補助、窓口案内業務を委託するものである。
　区役所市民課における個人番号カードの交付事務及びフロアマ
ネジメント業務を上記業者に委託しているため、一体的な履行が
必要であり、経費の削減、円滑な業務実施が見込まれ、本市に
とって有利であると認められる。
　なお、個人番号カード関連事務は、業務委託が認められている
が、特定個人情報であるため、取扱事業者をいたずらに増やすこ
とは個人情報保護の関係からリスクがある。
　以上により上記業者以外では、本業務を履行できない。

　※株式会社エイジェック北九州オフィスの市民課関連業務委託
期間
　　令和３年７月１日から令和５年６月３０日

自治法
施行令
第６号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

八幡西区役所 総務企画課



随意契約結果一覧表 （令和４年１０月～令和５年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093－642－1336

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

八幡西区各市民センターの
管理業務及び使用料徴収事
務委託

青山まちづくり協議会他３２
団体

202,075,520 令和5年3月31日

市民センターは、地域住民のふれあいと交流の場及び保健福祉
活動の場として設置するものであり、当該校区の自治会、社会協
議会、小学校ＰＴＡ、婦人会、老人クラブ等を構成団体とする「まち
づくり協議会」に委託することが適正であると認められるため。

自治法
施行令
第２号

　非公表
（特命随意契約
で、継続性があ

る）

青山市民センター他１０館清
掃業務委託

西日本ビルメンテナンス協同
組合

11,378,400 令和5年3月28日 入札不調による随意契約
自治法
施行令
第８号

11,380,512

赤坂市民センター他１０館清
掃業務委託

株式会社環境セイビ 10,956,000 令和5年3月28日 入札不調による随意契約
自治法
施行令
第８号

10,956,440

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

八幡西区役所コミュニティ支援課



随意契約結果一覧表 （令和４年１０月～令和５年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093－642－1336

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

池田市民センター他１１館清
掃業務委託

株式会社九州グリーンアース 11,117,700 令和5年3月28日 入札不調による随意契約
自治法
施行令
第８号

11,119,680

赤坂市民センター他１６館空
調機器保守点検業務委託

スガハラテクノ株式会社 2,750,000 令和5年3月28日 入札不調による随意契約
自治法
施行令
第８号

2,768,480

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

八幡西区役所コミュニティ支援課



随意契約結果一覧表 （令和４年１０月～令和５年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ６４２－１４５３

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

カムズ黒崎前他昇降機等管
理業務委託

株式会社　アームズ 9,134,400 令和5年3月1日
競争入札に付したが、落札者がなかったため当該業者と随意契約
したもの。

自治法
施行令
第８号

9,135,500

黒崎コムシティ前他昇降機管
理業務委託

株式会社　九電工 8,210,400 令和5年3月2日

　本業務委託は、カメラ及び昇降機管理盤による昇降機の監視等
を含み、カメラモニター及び昇降機管理盤は、コムシティ内事務所
に設置されており、同施設の建物管理システムの一部となってい
る。
　このことから、別途監視室を設けてモニター等を設置し人員配置
を行う方式に比べ、コムシティの建物管理業務と一体として実施し
た方が大幅なコスト縮減を図ることができる。
　よって、コムシティ管理組合から同施設の建物管理業務を受託し
ている当該業者と特命随意契約とするもの。

自治法
施行令
第６号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

黒崎コムシティ前エスカレー
ター保守点検業務委託

株式会社　日立ビルシステム
西日本支社　北九州統括営
業所

5,319,600 令和5年3月3日

　本業務委託では、本施設の構造および主要な機器構成等を熟
知した業者による業務遂行が必要不可欠である。
　また、故障等が発生した場合、同一メーカーの部品による即時復
旧が必要となる。
　一部を他社製造メーカーの部品とした場合、システム全体の責
任区分が不明確となり、人身事故や故障発生時の対応も困難とな
る。
　よって、本施設の製造メーカーとして、各機器の構造及び機能を
熟知している当該業者と特命随意契約とするもの。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

八幡西区役所まちづくり整備課



随意契約結果一覧表 （令和４年１０月～令和５年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ６４２－１４５３

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

八幡西区役所まちづくり整備課

黒崎駅前他昇降機保守点検
業務委託

三菱電機ビルテクノサービス
株式会社　北九州支店

2,531,100 令和5年3月3日

　本業務委託では、本施設の構造および主要な機器構成等を熟
知した業者による業務遂行が必要不可欠である。
　また、故障等が発生した場合、同一メーカーの部品による即時復
旧が必要となる。
　一部を他社製造メーカーの部品とした場合、システム全体の責
任区分が不明確となり、人身事故や故障発生時の対応も困難とな
る。
　よって、本施設の製造メーカーとして、各機器の構造及び機能を
熟知している当該業者と特命随意契約とするもの。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

本城駅前他昇降機保守点検
業務委託

東芝エレベータ株式会社　九
州支社

11,946,000 令和5年3月14日

　本業務委託では、本施設の構造および主要な機器構成等を熟
知した業者による業務遂行が必要不可欠である。
　また、故障等が発生した場合、同一メーカーの部品による即時復
旧が必要となる。
　一部を他社製造メーカーの部品とした場合、システム全体の責
任区分が不明確となり、人身事故や故障発生時の対応も困難とな
る。
　よって、本施設の製造メーカーとして、各機器の構造及び機能を
熟知している当該業者と特命随意契約とするもの。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

吉祥寺公園フジ管理業務委
託

吉祥寺公園藤管理委員会 1,155,000 令和3年3月22日

吉祥寺公園は大藤棚を中心に多くの藤棚を有し、隣接する吉祥寺
の樹齢１５０年の藤と一体となって開花期には多くの花見客で賑わ
う公園である。藤の名所としての管理は、花の長さを長くすること
で、美しさを醸し出すものであり、地域の気象条件を考慮し、適宜
の維持管理を行う必要がある。吉祥寺公園藤管理委員会は、当
該公園の藤管理のために設立された地元住民や藤の管理者で構
成された団体で、地区の気候、土壌、藤の管理に精通している。ま
た、藤まつりと合わせた管理が必要であり、地元の協力が不可欠
である。他に藤管理を行うことができる地元団体がないこともあり、
当該団体と特命随意契約とするもの。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。



随意契約結果一覧表 （令和４年１０月～令和５年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ６４２－１４４１（４０２）　　　　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和５年度北九州市放課
後児童クラブ事業委託

青山放課後児童クラブ運営
委員会　ほか２５クラブ

475,944,913 令和5年3月24日

　放課後児童クラブの運営は、小学校に就学している児童に対し、
家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生
活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向
上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図るこ
とを目的とし、委託先については、「北九州市放課後児童クラブ事
業実施要綱」第３条により公益法人その他の市長が適当と認める
公共的団体となっている。
　従って、本事業については、各校区の地元関係者で放課後児童
クラブの運営を目的として設立された運営委員会に対して委託す
るものである。

自治法
施行令
第2号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

八幡西区役所　保健福祉課


